
JP 4104003 B2 2008.6.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　替え芯（１０）と、該替え芯（１０）の少なくとも一部分を収容するための支持筒（１
２）と、回動によって前記替え芯（１０）を支持筒（１２）にロックするように作用する
ロック部材（１４）と、前記替え芯（１０）を保護するためのキャップ（１６）とを備え
、前記キャップ（１６）が、前記ロック部材（１４）に対して回動可能な第１の動作位置
から、前記ロック部材（１４）と一緒に回転可能な状態で該ロック部材に結合される第２
の動作位置へと軸線方向に変位可能であるペンにおいて、
　前記替え芯（１０）が、少なくとも前記キャップ（１６）の前記第１および第２の動作
位置間の間隔に等しい距離だけ、前記ロック部材（１４）に対して軸線方向に変位可能で
あることを特徴とするペン。
【請求項２】
　前記替え芯（１０）を前記支持筒（１２）から軸線方向に脱出させる方向に付勢する弾
性的戻し部材（４４）を備えていることを特徴とする請求項１記載のペン。
【請求項３】
　前記戻し部材（４４）がコイルスプリングであることを特徴とする請求項２記載のペン
。
【請求項４】
　前記キャップ（１６）が前記替え芯（１０）に対して螺合可能に構成されていることを
特徴とする請求項１から３のいずれか１項記載のペン。
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【請求項５】
　前記ロック部材（１４）が、前記支持筒（１２）に対し螺合可能に構成されていること
を特徴とする請求項１から４のいずれか１項記載のペン。
【請求項６】
　前記ロック部材（１４）が、前記替え芯（１０）の芯先（２４）側とは反対側に、当接
部（３０）を備え、該当接部（３０）に、前記替え芯（１０）上にあって前記芯先（２４
）側を向いた当接部（３２）が当接することを特徴とする請求項１から５のいずれか１項
記載のペン。
【請求項７】
　前記キャップ（１６）を前記ロック部材（１４）に一緒に回転可能に結合する作用をす
る結合手段（４６，４８，５０，５２）の構成要素（５０，５２）が、前記キャップ（１
６）の、前記ロック部材（１４）側に面した端部上に取付け状態で設けられていることを
特徴とする請求項１から６のいずれか１項記載のペン。
【請求項８】
　前記キャップ（１６）上の突起（５０，５２）の少なくとも一つが、前記ロック部材（
１４）に対して前記キャップ（１６）を一緒に回転可能に結合する結合手段として作用す
ることを特徴とする請求項１から７のいずれか１項記載のペン。
【請求項９】
　前記ロック部材（１４）上の突起（４６，４８）の少なくとも一つが、前記ロック部材
（１４）に対して前記キャップ（１６）を一緒に回転可能に結合する結合手段として作用
することを特徴とする請求項１から６のいずれか１項記載のペン。
【請求項１０】
　前記ロック部材（１４）上の突起（４６，４８）の少なくとも一つが、前記キャップに
設けられた、前記構成要素（５０，５２）と協働して、前記ロック部材（１４）に対して
前記キャップ（１６）を一緒に回転可能に結合する結合手段として作用することを特徴と
する請求項７項記載のペン。
【請求項１１】
　前記ロック部材（１４）上の突起（４６，４８）の少なくとも一つが、前記キャップ上
の突起（５０，５２）の少なくとも一つと協働して、前記ロック部材（１４）に対して前
記キャップ（１６）を一緒に回転可能に結合する結合手段として作用することを特徴とす
る請求項８項記載のペン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、替え芯と、この替え芯を少なくとも部分的に収容するための支持筒（スリー
ブ）と、回動によって上記替え芯を上記支持筒にロックするように作用するロック部材と
、上記替え芯を保護するためのキャップとを備えたペンに関し、上記キャップが、上記ロ
ック部材に対して回動可能な第１の動作位置から、上記ロック部材に対して一緒に回転可
能に結合される第２動作位置へと軸線方向に変位可能なペンに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　本明細書の冒頭に述べた種類のペンは、例えば特許文献１によって公知である。そのペ
ンの構造では、替え芯の芯先を密閉するシール用中筒をキャップが備えている。替え芯は
ロック部材に対して固定的に支持されている。キャップが第２の動作位置に運ばれると、
上記シール用中筒が芯先に沿って移動する。
【０００３】
　上記に概説した構造は、特にシール性に欠けている点で不満足なことが判明している。
【０００４】
　特許文献２には類似のペンが開示されている。しかしながらこの場合は、キャップが軸
線方向には殆ど変位せず、第１の動作位置から第２の動作位置へ半径方向に圧縮される。
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このような操作は非実用的であることが判明している。さらにこの構造の欠点は、キャッ
プを、半径方向に圧縮可能にするために比較的大径にしなければならないことである。
【特許文献１】
独国特許第３６ ４４ ９７８号明細書〈二次公報〉
【特許文献２】
独国特許第３６ ４０ ５１８号明細書〈一次公報〉
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、上記欠点を克服して、特に、操作が簡単でかつ可能な限り小型である
にも拘わらず、替え芯の芯先をキャップが信頼性をもって密封することができるペンを提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、本明細書の冒頭に述べた種類のペンにおいて、上記替え芯がロック部
材に対して軸線方向に変位可能であり、特に、少なくとも上記キャップの第１の動作位置
と第２の動作位置との間の間隔に等しい距離だけ変位可能であることによって上記目的が
達成される。
【０００７】
　換言すれば、このような構造を有するペンは、キャップが第１の動作位置から第２の動
作位置へ移動するための軸線方向の変位に際して、替え芯に対してキャップが変位しない
ために、このような変位によるシール性への悪影響を排除できる。これに加えて、キャッ
プを半径方向内方に圧縮する必要がないために、操作が簡単である。さらに、外側キャッ
プを半径方向に圧縮する必要がないために、キャップの外径を最小にすることができる。
【０００８】
　キャップが第２の動作位置から第１の動作位置に戻された後に替え芯を手で戻すことも
できることは明らかである。しかしながら、本発明におけるように、支持筒から抜け出る
方向に替え芯を付勢する弾性戻し部材によって替え芯が自動的に戻るのが好ましい。
【０００９】
　本発明によれば、上記戻し部材はコイルスプリングを含むことが好ましい。これにより
特に構造が簡単になる。
【００１０】
　本発明においては、替え芯にキャップを取り付けるのに、特に替え芯の芯先にキャップ
を嵌めるのにあらゆる方法が考えられる。しかしながら、本発明によれば、キャップがね
じ込み式に替え芯に取り付けられるのが好ましい。これによって、特にハイレベルのシー
ル作用が達成される。
【００１１】
　転用感覚で、同様のことが支持筒に対するロック部材の連結に関しても適用される。本
発明によれば、この場合も、全く異なる構造も考えられが、ロック部材が支持筒にねじ込
まれるように構成されていることが特に好ましい。このような螺合構造は、信頼性を特に
高め、かつ操作性を特に向上させる。
【００１２】
　本発明の特に好ましい実施例においては、上記ロック部材が、替え芯の芯先側とは反対
側に当接部を備え、この当接部に、替え芯上にあって該替え芯の芯先側を向いた当接部が
当接するように構成されている。このような構成により、支持筒内において替え芯が信頼
性をもってロックされる。
【００１３】
　本発明によれば、キャップをロック部材に一緒に回転可能に結合する作用をする結合手
段の構成要素が、キャップの、ロック部材側に面した端部上に取付け状態で設けられてい
ることが特に好ましい。
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【００１４】
　このような構成によって、外径を増大させるかもしれない結合手段のためのいかなるス
ペースをも必要としないので、例えば特許文献２に開示された構成に比較して、キャップ
の外径が減縮される。
【００１５】
　さらに、本発明においては、キャップ上の少なくとも１個の突起が、キャップをロック
部材に一緒に回転可能に結合するように作用するのが好ましい。本発明によれば、付加的
または代替的に、ロック部材上の少なくとも１個の突起がキャップをロック部材に一緒に
回転可能に結合するように作用する。このような構成により、特に信頼性のある回転結合
が保証される。
【００１６】
　特に替え芯に対してキャップが螺合されている場合、ロック部材に対しては替え芯が回
転可能に設けられ、かつ支持筒に対しては替え芯が回転して結合されることが好ましい。
これにより、キャップが替え芯に対して螺合または螺脱されるときに、替え芯までも不当
に回転しまうことが防止される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好ましい実施例について詳細に説明する。
【００１８】
　図面は、替え芯１０、支持筒１２、ロック部材１４、およびキャップ１６を備えたペン
を示す。
【００１９】
　キャップ１６は、雌ねじ２０を備えた中筒１８を有する。この雌ねじ２０によって、キ
ャップ１６が替え芯１０の芯先２４の領域に形成された雄ねじ２２に螺合される。替え芯
１０に対するキャップ１６のこのような結合により、ハイレベルのシール性が確保される
。
【００２０】
　替え芯１０を支持筒１２内部でロックするために、ロック部材１４は雄ねじ２６によっ
て、支持筒１２の雌ねじ２８に螺合される。この状態で、ロック部材１４の芯先２４側と
は反対側の端面３０が、替え芯１０上の突起３４の、芯先２４側を向いた端面３２を受け
ている。
【００２１】
　替え芯１０はロック部材１４に対して回転可能に支持されている。替え芯１０の芯先２
４側とは反対側の端部には突起３６，３８が設けられており、これら突起３６，３８は、
替え芯１０が回転すると支持筒１２内部の突起４０，４２に当接して、替え芯１０の回転
角度を所定の範囲内に制限している。
【００２２】
　替え芯１０はコイルスプリング４４によりロック部材１４に圧接されている。
【００２３】
　ロック部材１４上には突起４６，４８が設けられている。キャップ１６上には突起５０
，５２が設けられている。
【００２４】
　キャップ１６は、ロック部材１４上の突起４６，４８がキャップ１６に当たるまで、お
よび／またはキャップ１６上の突起５０，５２がロック部材１４に当たるまで、ロック部
材１４および支持筒１２に対して、替え芯１０とともに図の右方へ軸線方向に変位可能で
ある。特に指摘しておかなければならないのは、図面が実寸とは異なることである。キャ
ップ１６および替え芯１０の軸線に方向の変位距離は約１ｍｍである。
【００２５】
　図に示されているペンの動作態様は下記の通りである。すなわち、
図示の動作位置において、キャップ１６は替え芯１０またはその芯先２４から容易に螺脱
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時の替え芯１０の望ましくない共回りを防げないとしても、このような共回りは、突起３
６，３８が突起４０，４２に当接することによって防止される。
【００２６】
　キャップ１６を替え芯１０または芯先２４に螺合する場合も、問題のない同様の態様で
行なわれる。
【００２７】
　替え芯１０を交換する場合には、替え芯１０上に螺合されている状態のキャップ１６を
スプリング４４の付勢力に抗して、突起４６，４８と突起５０，５２とがペンの長手方向
の軸線周りの回転によって互いに当接することになる、ペンのもう一つの動作位置まで、
図の右方へ変位させる。突起４６，４８と突起５０，５２とが当接することになったので
、支持筒１２に対するキャップ１６の回転運動によって、ロック部材１４が支持筒１２か
ら螺脱される。これにより替え芯１０を取り外して、新しい替え芯と交換することができ
る。
【００２８】
　上述の記載、特許請求の範囲および図面に開示された本発明の特徴は、それぞれ本発明
の本質と、種々の実施例において本発明を実施する組み合わせを明らかにしたものである
。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】　図面は、本発明によるペンの特に好ましい実施例の縦断面図と三つの断面図と
を示す。
【符号の説明】
　１０　　替え芯
　１２　　支持筒
　１４　　ロック部材
　１６　　キャップ
　１８　　中筒
　２４　　芯先
　３６，３８，４０，４２，４６，４８，５０，５２　　突起
　４４　　コイルスプリング
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